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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含んでおりません。 

３．第116期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．第116期及び第117期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益に

ついては、１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第116期 

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第117期 
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第116期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
６月30日 

自平成21年 
４月１日 

至平成21年 
６月30日 

自平成20年 
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  11,190  7,236  45,278

経常利益又は経常損失（△）（百

万円） 
 581  △550  1,112

四半期純利益金額又は四半期（当

期）純損失金額（△）（百万円） 
 332  △328  △192

純資産額（百万円）  20,989  17,107  16,504

総資産額（百万円）  55,789  48,668  48,956

１株当たり純資産額（円）  348.11  276.87  269.41

１株当たり四半期純利益金額又は

四半期（当期）純損失金額（△）

（円） 

 7.06  △6.97  △4.09

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  29.38  26.78  25.91

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 315  120  1,962

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △557  △770  △3,048

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △466  383  1,131

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
 2,591  2,762  3,203

従業員数（人）  2,237  2,092  2,116
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 当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は、（ ）外数で記載しております。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 2,092  (292)

  平成21年６月30日現在

従業員数（人） 819   (65)
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(1) 生産実績 

 当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、販売価格によるものであります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

 当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

（注）１ 上記については、ロイヤリティとして売上高の一定率を受けとるものであります。 

２ 上記の技術援助契約及び商標の使用許諾契約は提出会社が締結しているものであります。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

動力伝動搬送関連事業  4,823  66.3

リムホイール関連事業  1,051  52.5

その他の事業  118  61.8

合  計  5,993  63.3

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％) 

動力伝動搬送関連事業  4,720  59.4  2,786  74.5

リムホイール関連事業  1,186  43.3  971  49.9

その他の事業  285  80.5  222  47.9

合  計  6,192  56.1  3,980  64.8

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

動力伝動搬送関連事業  5,633  67.0

リムホイール関連事業  1,278  53.9

その他の事業  324  79.1

合  計  7,236  64.7

相手先 

 前第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年４月１日   

  至 平成20年６月30日） 

 当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日   

  至 平成21年６月30日） 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

本田技研工業㈱  1,125  10.1  845  11.7

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 

D.I.D ASIA 

CO.,LTD 
タイ 

スプロケット

キット 

スプロケットに関する技術・製造

ノウハウの供与、商標の使用許諾 

自 平成21年５月14日 

至 平成31年５月14日 

（以後、５年毎に自動更新） 

- 4 -



 文中の将来に関する事項の記載については、当四半期報告書提出日現在において判断したものであります。 

(1) 業績の状況 

 当第１四半期連結会計期間における経済情勢は、前期後半以降の世界的な金融危機、経済混乱から米国の大手自

動車メーカーが相次いで破綻し、日本や米国・欧州等の先進国での景気後退、新興国の経済成長も鈍化するなど世

界経済は低迷いたしました。このような状況のもと当社グループにおきましても、動力伝動搬送関連事業は、主要

顧客である二輪車・四輪車メーカーの前期後半以降の大幅な減産の継続により、二輪車用チェーン、四輪車用チェ

ーンの受注が大きく減少し、また産業機械用におきましても設備投資の抑制により厳しい状況で推移しました。リ

ムホイール関連事業におきましても二輪車メーカー、農業機械メーカーの減産の影響を受け、受注が大きく減少し

ました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,236百万円（前年同期比35.3％減）となりました。収

益面につきましては、厳しい受注状況のもと人件費の抑制、経費削減、設備投資の圧縮等、徹底した費用の圧縮に

努めてまいりましたが、売上高の減少の影響が大きく、営業損失は654百万円（前年同期は営業利益559百万円）、

経常損失は550百万円（前年同期は経常利益581百万円）、四半期純損失は328百万円（前年同期は四半期純利益332

百万円）となりました。  

事業の種類別セグメント別の概況は次のとおりであります。 

①動力伝動搬送関連事業 

 二輪車用チェーンは、国内完成車メーカーの減産とともに、アジア、南米を中心とした海外においても完成車メ

ーカーの減産の影響により、受注は大きく減少しました。また、補修用におきましてもアジア南米等の海外向けが

減少しました。 

 その結果、当事業の売上高は5,633百万円（前年同期比33.0％減）となりました。 

②リムホイール関連事業 

 二輪車用リム、スイングアーム、バギー用ホイールは完成車メーカーの減産の拡大により減少しました。農業機

械用ホイールは、東南アジア向けが減少したことにより大きく減少しました。  

 その結果、当事業の売上高は1,278百万円（前年同期比46.1％減）となりました。 

③その他の事業 

 事務機器用部品は、複写機器メーカーの減産により、カッターユニットを中心に減少しました。 

 その結果、当事業の売上高は324百万円（前年同期比20.9％減）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ440百万円減少し、当第1四半期連結会計期間末には2,762百万円となりました。  

 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は120百万円（前年同期は315百万円の獲得）となりました。これは主に売上債権が

1,305百万円減少（前年同期は704百万円の減少）したものの、税金等調整前四半期純損失を551百万円計上し、仕

入債務が1,325百万円減少（前年同期は710百万円の減少）したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は770百万円（前年同期は557百万円の使用）となりました。これは主に有形固定資

産の取得による支出802百万円（前年同期は789百万円の支出）、有形固定資産の売却による収入90百万円（前年同

期は215百万円の収入）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は383百万円（前年同期は466百万円の使用）となりました。これは主に、借入の増

加による収入（純増額）が354百万円（前年同期は112百万円の支出）、子会社の増資に伴う少数株主からの払込み

による収入282百万円があったこと等によるものであります。 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、引き続き世界的な金融不況が続き、消費低迷による輸出の減少や不安定な為替相

場など、経済情勢はなお予断を許さず、経営環境は極めて厳しい状況が継続することが予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループでは今期より『更なる世界への飛躍』をスローガンに新たな中期経営計画

をスタートさせ、グローバル事業体制を構築するとともに、ものづくりの革新、人を活かす風土づくりを推進して

いく所存であります。 

 また、事業部横断での「生産革新活動〝ＰＩＡ２１(ピア２１)〟」を立ち上げ、全社一丸となって取り組むとと

もに、既存製品の改良のみならず、先を見据えた技術力・商品開発力の向上への取り組みを強化してまいります。

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

Ⅰ 基本方針の内容 

 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為に応じて当

社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものである

と考えます。 

 しかし、当社がお客様のニーズを満たす技術の徹底追求を行い、高機能、高品質の製品をお届けすることによ

り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるためには、当社の企業価値の源泉である①お客様のニーズに応

える技術力、②グローバルな供給体制、③取引先との強固な信頼関係、④「D.I.D」の世界的なブランド力、⑤地

域経済・社会への貢献及び⑥各事業間の相互補完関係の確保を踏まえ中長期的視点に立った施策を実行することが

必要不可欠であると考えております。当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者によりこうした中長期的視点

に立った施策が実行されない場合、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益や当社グループに関わる全て

のステークホルダーの利益は毀損されることになる可能性があります。 

 当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めておりますもの

の、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかなど買付者に

よる大規模な買付行為の是非を株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の双

方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考えの株主の皆様に

とっても、かかる買付行為が当社グループに与える影響や、買付者が考える当社グループの経営に参画したときの

経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討す

るうえで重要な判断材料となると考えます。 

Ⅱ 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取

組み 

 当社は、基本方針の実現に資する特別な取組みとして、上述した当社の企業価値の源泉をさらに維持・強化する

ために、①継続的利益創出システムの構築、②人を生かす風土づくり及び③グローバルネットワークの展開に取り

組んでおります。 

 また、当社は、経営の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を目的として、平成17年６月より執行役員制度を

導入しています。さらに、経営のスリム化を図るべく、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、取締役の

員数の上限を現行の15名から12名に減少する旨の定款変更を行いました。 

 加えて、法令順守の徹底を図るため、平成20年４月１日より内部統制監査室を新たに設置するとともに、企業の

社会的責任を果たすうえで重要な活動を統括・推進するため、ＣＳＲ委員会を設置しております。 

Ⅲ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み 

 当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、Ⅰで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、「当

社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）の導入を決議いたしました。 

 本対応方針は、（i）特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行

為、（ii）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買

付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きま

す。）又は、（iii）結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社の他の株主との合意等（以

下かかる買付行為又は合意等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為又は合意等を行う者を「大規模買付

者」といいます。）が行われる場合に、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過し、かつ③当社取締役会又は株主総会

が新株予約権の無償割当て実施の可否について決議を行った後に大規模買付行為を開始する、という大規模買付ル

ールの遵守を大規模買付者に求める一方で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行

為を新株予約権の無償割当てを利用することにより抑止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる

ことを目的とするものです。 

 当社の株券等について大規模買付行為が行われる場合、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に大規模買

付者及び大規模買付行為の概要並びに大規模買付ルールに従う旨が記載された意向表明書を提出することを求めま

す。さらに、大規模買付者には、当社取締役会が当該意向表明書受領後10営業日以内に交付する必要情報リストに

基づき株主の皆様の判断並びに当社取締役会及び独立委員会の意見形成のために必要な情報の提供を求めます。 
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 次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し前述の必要情報の提供を完

了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（そ

の他の大規模買付行為の場合）（最大30日間の延長がありえます。）を当社取締役会による評価、検討、交渉、意

見形成、代替案立案のための期間とし、当社取締役会は、当該期間内に、外部専門家等の助言を受けながら、大規

模買付者から提供された情報を十分に評価・検討し、後述の独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、当社取締

役会としての意見を取りまとめて公表します。また、当社取締役会は、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模

買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会としての代替案を提示することもあります。 

 当社取締役会は、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断を防止するための諮問機関とし

て、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役及び社外有識者の中から選任

された委員からなる独立委員会を設置し、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しないため新株予約権の無償割

当てを実施すべきか否か、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる

ため新株予約権の無償割当てを実施すべきか否か等の本対応方針に係る重要な判断に際しては、独立委員会に諮問

することとします。独立委員会は、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の勧告又は新株予約権の無償割

当ての実施の可否につき株主総会に諮るべきである旨の勧告を当社取締役会に対し行います。 

 当社取締役会は、前述の独立委員会の勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施の決

議又は株主総会招集の決議その他必要な決議を行います。新株予約権の無償割当て実施の可否につき株主総会にお

いて株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日間以内に当社株主総会を開催するこ

ととします。新株予約権の無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額

を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権に

は、大規模買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大規模買付者等以外の者から当社株式

と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役

会は、当社取締役会又は株主総会が新株予約権の無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権の無償割

当ての実施が適切でないと判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権の無償割当て

実施の停止又は変更を行うことがあります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示を

行います。 

 本対応方針の有効期限は、平成20年６月27日開催の定時株主総会においてその導入が承認されたことから、当該

定時株主総会の日から３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

なお、本対応方針の有効期間中であっても、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から、関係法令の整備

や、証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見直しを行い、本対応方針の変更を行うことがあります。

 なお、本対応方針の詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.did-

daido.co.jp/）に掲載する平成20年５月15日付プレスリリースをご覧下さい。 

Ⅳ 具体的取組みに対する当社取締役の判断及びその理由 

 Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資す

る特別な取組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策で

あり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。 

 また、Ⅲに記載した本対応方針も、Ⅲに記載した通り、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるために導

入されたものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

特に、本対応方針は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、必要に応じて新株予約権の無償

割当ての実施につき株主総会に諮ることとなっていること、本対応方針の有効期間は３年であり、その継続につい

ては株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担保される工夫が

なされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではありません。 

(4) 研究開発活動 

 当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、64百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。 

第３【設備の状況】

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数 (株) 

普通株式  160,000,000

計  160,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現在発行数 (株) 

 (平成21年６月30日) 
提出日現在発行数(株) 
(平成21年８月12日) 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  47,171,006  47,171,006

東京証券取引所 

（市場第一部） 単元株式数 

1,000株  大阪証券取引所 

（市場第一部） 

計  47,171,006  47,171,006 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総数
増減数(千株) 

発行済株式総
数残高(千株) 

資本金増減
額(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高(百万円) 

平成21年４月１日 

～  

平成21年６月30日 

 －  47,171  －  2,726  －  2,051

（５）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

 （注） 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれておりま

す。 

②【自己株式等】 

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（６）【議決権の状況】

  平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式(自己株式等) － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式(自己株式等) 

（自己保有株式）      
－ 

普通株式  41,000 － 

（相互保有株式）      
－ 

普通株式  250,000 － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  46,694,000  46,694 － 

単元未満株式 普通株式  186,006 － － 

発行済株式総数  47,171,006 － － 

総株主の議決権 －  46,694 － 

自己保有株式   649株 

相互保有株式 ㈱和泉商行 250株 

  ㈱月星製作所 81株 

  平成21年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株) 

他人名義所有
株式数(株) 

所有株式数の
合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式） 

大同工業株式会社 

石川県加賀市熊坂町イ197

番地 
 41,000  －  41,000  0.09

（相互保有株式） 

株式会社和泉商行 

大阪市西区京町堀１丁目７

番20号 
 70,000  －  70,000  0.15

（相互保有株式） 

株式会社月星製作所 

石川県加賀市永井町71の１

番地の１ 
 180,000  －  180,000  0.38

計 －  291,000  －  291,000  0.62

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 

最高(円)  168  157  191

最低(円)  146  143  150

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸

表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結

累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,253 3,698 

受取手形及び売掛金 7,593 8,898 

商品及び製品 2,354 2,485 

仕掛品 2,215 1,904 

原材料及び貯蔵品 2,745 2,832 

繰延税金資産 402 338 

その他 744 723 

貸倒引当金 △35 △40 

流動資産合計 19,274 20,840 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※2  5,740 ※1, ※2  5,663 

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※2  7,037 ※1, ※2  6,709 

土地 ※2  2,778 ※2  2,739 

建設仮勘定 250 303 

その他（純額） ※1  1,578 ※1  1,408 

有形固定資産合計 17,386 16,824 

無形固定資産   

のれん 98 109 

ソフトウエア 142 149 

その他 21 48 

無形固定資産合計 262 308 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  10,653 ※2  9,634 

繰延税金資産 112 430 

その他 981 918 

貸倒引当金 △1 △1 

投資その他の資産合計 11,746 10,983 

固定資産合計 29,394 28,116 

資産合計 48,668 48,956 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,530 4,772 

短期借入金 8,393 8,182 

未払法人税等 35 172 

賞与引当金 570 351 

製品保証引当金 179 195 

その他 2,072 2,243 

流動負債合計 14,781 15,918 

固定負債   

社債 4,500 4,500 

長期借入金 6,436 6,293 

繰延税金負債 91 74 

退職給付引当金 4,686 4,812 

その他 1,063 853 

固定負債合計 16,778 16,533 

負債合計 31,560 32,452 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,726 2,726 

資本剰余金 2,060 2,060 

利益剰余金 5,612 6,081 

自己株式 △17 △17 

株主資本合計 10,381 10,851 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,193 2,568 

繰延ヘッジ損益 － △57 

為替換算調整勘定 △540 △679 

評価・換算差額等合計 2,652 1,831 

少数株主持分 4,073 3,821 

純資産合計 17,107 16,504 

負債純資産合計 48,668 48,956 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,190 7,236 

売上原価 9,065 6,613 

売上総利益 2,125 623 

販売費及び一般管理費 ※1  1,565 ※1  1,278 

営業利益又は営業損失（△） 559 △654 

営業外収益   

受取利息 8 1 

受取配当金 89 51 

為替差益 － 139 

持分法による投資利益 45 － 

その他 87 99 

営業外収益合計 230 292 

営業外費用   

支払利息 109 124 

持分法による投資損失 － 8 

その他 98 55 

営業外費用合計 208 189 

経常利益又は経常損失（△） 581 △550 

特別利益   

固定資産売却益 ※2  189 ※2  1 

貸倒引当金戻入額 － 6 

その他 1 － 

特別利益合計 191 7 

特別損失   

固定資産除却損 30 7 

その他 0 0 

特別損失合計 31 7 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

742 △551 

法人税、住民税及び事業税 343 37 

法人税等調整額 △81 △156 

法人税等合計 262 △118 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 147 △103 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 332 △328 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

742 △551 

減価償却費 632 555 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △113 △125 

受取利息及び受取配当金 △97 △53 

支払利息 109 124 

有形固定資産売却損益（△は益） △189 △1 

売上債権の増減額（△は増加） 704 1,305 

たな卸資産の増減額（△は増加） △620 △93 

仕入債務の増減額（△は減少） △710 △1,325 

その他 157 501 

小計 616 336 

利息及び配当金の受取額 113 66 

利息の支払額 △119 △118 

法人税等の支払額 △295 △163 

営業活動によるキャッシュ・フロー 315 120 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △789 △802 

有形固定資産の売却による収入 215 90 

その他 16 △58 

投資活動によるキャッシュ・フロー △557 △770 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △206 194 

長期借入れによる収入 302 407 

長期借入金の返済による支出 △208 △246 

リース債務の返済による支出 △28 △49 

少数株主からの払込みによる収入 － 282 

配当金の支払額 △235 △141 

少数株主への配当金の支払額 △88 △61 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △466 383 

現金及び現金同等物に係る換算差額 203 △175 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △504 △440 

現金及び現金同等物の期首残高 3,096 3,203 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,591 ※1  2,762 
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用

しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期

間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第

１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ

る工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては工事進行基準の適用要件を

満たす工事契約が存在しないため、損益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」

は、特別利益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、

前第１四半期連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は１百万円であります。 

【簡便な会計処理】

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

１．棚卸資産の評価方法  当第１四半期末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっ

ております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法  固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積もりを考慮した予算を策

定し、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、31,097百万円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、30,677百万円で

あります。 

※２ 担保資産 

 担保に供されている資産で、企業集団の事業の運

営において重要なものであり、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。 

※２ 担保資産 

建物及び構築物（純額）  百万円485

機械装置及び運搬具（純額）  〃 399

土  地  〃 434

投資有価証券       〃 4,603

合  計      百万円5,922

建物及び構築物（純額）      百万円420

機械装置及び運搬具（純額）  〃 51

土  地  〃 434

投資有価証券       〃 4,144

合  計       百万円5,051

３ 輸出手形割引高   百万円7

受取手形裏書譲渡高  〃 83

３ 輸出手形割引高      百万円8

受取手形裏書譲渡高  〃 204

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりであ

ります。 

給料・賞与金 百万円360

賞与引当金繰入額  〃 74

退職給付費用  〃 50

給料・賞与金    百万円349

賞与引当金繰入額  〃 47

退職給付費用  〃 41

※２ 固定資産売却益は主に土地の売却によるものであり

ます。 

※２ 固定資産売却益は主に機械装置及び運搬具の売却に

よるものであります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

  

  （百万円）

現金及び預金勘定  2,985

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △393

現金及び現金同等物  2,591
  

  （百万円）

現金及び預金勘定  3,253

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △490

現金及び現金同等物  2,762
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当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 

平成21年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式    47,171千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式    94千株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 当社の事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び市場の用途を考慮して区分しております。 

２ 各セグメントの主な製品は以下のとおりであります。 

動力伝動搬送関連事業・・・チェーン、コンベヤ 

リムホイール関連事業・・・リム、スイングアーム、ホイール、スポーク 

その他の事業・・・福祉機器、石油製品 

３ 追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載の通り、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改

正に伴い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「動力伝動搬送関連事業」の営業利益が10百万円、「その他の事業」の営業利益が0百万円それぞれ減少し、

「リムホイール関連事業」の営業損失が5百万円増加しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 当社の事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び市場の用途を考慮して区分しております。 

２ 各セグメントの主な製品は以下のとおりであります。 

動力伝動搬送関連事業・・・チェーン、コンベヤ 

リムホイール関連事業・・・リム、スイングアーム、ホイール、スポーク 

その他の事業・・・福祉機器、石油製品  

（株主資本等関係）

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  141  3 平成21年３月31日 平成21年６月29日 利益剰余金 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
動力伝動搬 
送関連事業 
(百万円) 

リムホイー
ル関連事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                               

(1) 外部顧客に対する売上高  8,410  2,370  409  11,190  －  11,190

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 0  －  507  507 (    507)  －

計  8,410  2,370  916  11,698 (    507)  11,190

営業利益又は営業損失（△）  610  △115  66  561 (      2)  559

  
動力伝動搬 
送関連事業 
(百万円) 

リムホイー
ル関連事業 
(百万円) 

その他の 
事業 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                               

(1) 外部顧客に対する売上高  5,633  1,278  324  7,236  －  7,236

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 0  －  168  168 (    168)  －

計  5,634  1,278  492  7,405 (    168)  7,236

営業損失（△）  △321  △321  △10  △653 (     1)  △654
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・インドネシア、タイ、中国 

2） 南 米・・・ブラジル 

3） 欧 州・・・イタリア 

３ 追加情報（有形固定資産の耐用年数の変更）に記載の通り、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改

正に伴い、機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、

「日本」の営業利益が16百万円減少しております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・インドネシア、タイ、中国 

2） 南 米・・・ブラジル 

3） 欧 州・・・イタリア 

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

米国 
(百万円) 

南米 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円） 

連結 
(百万円) 

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 7,567  1,405  722  1,059  436  11,190  －  11,190

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,174  99  －  －  －  1,273 （1,273）  －

計  8,741  1,505  722  1,059  436  12,464 （1,273）  11,190

営業利益  274  148  49  96  63  630 （  71）  559

  
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

米国 
(百万円) 

南米 
(百万円) 

欧州 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円） 

連結 
(百万円) 

売上高                                         

(1) 外部顧客に対する売

上高 
 4,666  1,059  746  460  304  7,236  －  7,236

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 685  56  －  －  －  742 （  742）  －

計  5,352  1,115  746  460  304  7,979 （  742）  7,236

営業利益又は営業損失

（△） 
 △582  △92  62  △135  26  △721  66  △654
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・タイ、インドネシア、ベトナム 

2） 中南米・・・ブラジル 

3） その他・・・北米、欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であり、当社が把握している商

社等の仲介業者を通じて行った輸出を含めております。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

1） アジア・・・タイ、インドネシア、ベトナム 

2） 北 米・・・アメリカ、カナダ  

3） 中南米・・・ブラジル 

4） その他・・・欧州 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であり、当社が把握している商

社等の仲介業者を通じて行った輸出を含めております。 

４ 「北米」の海外売上高は従来「その他」に含めて表示しておりましたが、当該地域における売上高が連結売

上高の10％を超えた為、当第１四半期連結累計期間より、区分掲記しております。 

【海外売上高】

  アジア(百万円) 中南米(百万円) その他(百万円) 合計(百万円) 

Ⅰ 海外売上高  1,834  1,273  1,497  4,605

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  11,190

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  16.4  11.4  13.4  41.2

  
アジア 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

中南米 
(百万円) 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円) 

Ⅰ 海外売上高  1,284  745  528  514  3,073

Ⅱ 連結売上高  －  －  －  －  7,236

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  17.7  10.3  7.3  7.1  42.5
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成21年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 276.87円 １株当たり純資産額 269.41円

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純利益金額 7.06円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額 6.97円

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円）  332  △328

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は普通株式に係る

四半期純損失（△）（百万円） 
 332  △328

期中平均株式数（千株）  47,083  47,076

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年８月12日

大同工業株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 坂 下 清 司  印 

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 小酒井 雄 三  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大同工業株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連

結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同工業株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年８月11日

大同工業株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 坂 下 清 司  印 

  
指定社員 
業務執行社員   

公認会計士 小酒井 雄 三  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大同工業株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成

21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同工業株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 




